
平
成
二
十
二
年
六
月
十
八
日
受
領

答

弁

第

五

六

四

号

内
閣
衆
質
一
七
四
第
五
六
四
号

平
成
二
十
二
年
六
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

�

人

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
秋
葉
賢
也
君
提
出
社
会
保
険
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
秋
葉
賢
也
君
提
出
社
会
保
険
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
紛
争
解
決
手
続
代
理
業
務
試
験
の
受
験
者
数
及
び
社
会
保
険
労
務
士
全
体
に
占

め
る
特
定
社
会
保
険
労
務
士
の
割
合
の
推
移
等
を
含
む
制
度
の
運
用
状
況
を
見
守
り
つ
つ
、
紛
争
解
決
手
続
代
理
業
務
に
対

す
る
ニ
ー
ズ
及
び
他
の
国
家
資
格
に
係
る
試
験
制
度
と
の
均
衡
も
踏
ま
え
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
現
在
全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会
が
行
っ
て
い
る
実
績
調
査
の
結
果
も
踏
ま
え
、
業
務
の
範

囲
の
拡
大
を
認
め
る
必
要
性
及
び
依
頼
者
の
利
便
性
の
向
上
へ
の
寄
与
の
度
合
い
並
び
に
当
該
業
務
を
的
確
に
行
う
た
め
の

専
門
能
力
の
確
保
及
び
そ
の
認
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
「
今
後
の
司
法
制
度
改
革
の
推
進
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日
司
法
制

度
改
革
推
進
本
部
決
定
）
に
お
い
て
、
複
雑
困
難
で
は
な
い
事
件
の
う
ち
で
も
特
に
簡
易
で
迅
速
な
手
続
を
適
用
し
て
紛
争

解
決
を
図
る
観
点
か
ら
設
け
ら
れ
た
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
百
六
十
八
条
の
少
額
訴
訟
と
同
様
の

一



水
準
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
時
点
で
撤
廃
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
一
人
法
人
」
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
制
度
と
比
べ
て
、
社
会
保
険
労
務
士
の
死
亡
時
や
廃
業
時
に
お
け
る
顧

客
へ
の
継
続
的
な
対
応
に
問
題
が
生
じ
る
こ
と
等
の
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
一
方
で
、
事
務
所
の
資
産
と
社

会
保
険
労
務
士
個
人
の
資
産
と
の
分
離
が
図
ら
れ
、
社
会
保
険
労
務
士
が
業
務
を
廃
業
等
す
る
場
合
に
他
の
社
会
保
険
労
務

士
へ
の
業
務
の
引
継
ぎ
が
容
易
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
等
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
有
限
責
任
制
度
」
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
制
度
と
比
べ
て
、
顧
客
保
護
の
観
点
か
ら
問
題
で
あ
る
と

の
指
摘
が
あ
る
一
方
で
、
職
業
賠
償
責
任
保
険
へ
の
加
入
等
の
顧
客
保
護
に
資
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
弊
害
を
取

り
除
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

お
尋
ね
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
観
点
か
ら
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
や
社
会
保
険
労
務
士
の
業
務

の
実
態
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
の
双
方
を
十
分
に
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

二



適
用
事
業
所
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
所
及
び
厚
生
年
金
保

険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
所
若
し
く
は
事
務
所
又
は
船
舶
を
い
う
。
）

と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
健
康
保
険
法
第
四
十
八
条
又
は
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
被
保
険
者
の
資
格

の
取
得
の
届
出
が
さ
れ
て
い
な
い
事
業
所
（
以
下
「
未
適
用
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
把
握
し

て
い
る
限
り
で
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
末
現
在
で
十
万
三
千
二
百
四
十
七
で
あ
る
。
全
事
業
所
に
占
め
る
未
適
用
事
業
所

の
割
合
に
つ
い
て
は
、
全
事
業
所
の
数
が
日
々
変
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

未
適
用
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
民
間
事
業
者
に
委
託
し
て
加
入
勧
奨
を
行
っ
た
後
、
自
主
的
に
届
出
を
し
な
い
も

の
に
対
し
て
、
旧
社
会
保
険
庁
及
び
日
本
年
金
機
構
の
職
員
に
よ
る
重
点
的
加
入
指
導
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
な
お
届
出
を
し
な
い
も
の
に
対
し
て
は
、
健
康
保
険
法
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
第
十
八
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
職
権
で
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
を
確
認
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
策
に
よ
り
、

平
成
二
十
年
度
に
は
三
千
三
百
八
十
一
事
業
所
に
つ
い
て
被
保
険
者
の
資
格
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

三



お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
年
金
局
及
び
日
本
年
金
機
構
が
行
う
一
般
競
争
入
札
に
お
い
て
、
既
に
直
近
二
年
間

に
厚
生
年
金
保
険
料
の
未
納
が
な
い
こ
と
を
そ
の
参
加
資
格
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
事
業
主
に
対
し
て
は
、
制
度
の
公
平
性
と
信
頼
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
電
話
、
文
書
又
は

臨
場
に
よ
る
納
付
督
励
を
実
施
し
た
後
、
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
五
十
五
条
の
規
定
に
基
づ

く
納
付
委
託
も
活
用
す
る
と
と
も
に
、
納
付
に
つ
い
て
誠
実
な
意
思
を
有
す
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
者
、
納
付
督
励
に
応
じ

な
い
者
等
に
対
し
て
は
、
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
る
差
押
え
も
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

換
価
又
は
差
押
え
に
よ
り
そ
の
事
業
の
継
続
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
滞
納
者
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
法
第
百
八

十
三
条
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
と
さ
れ
る
国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律

第
百
四
十
七
号
）
に
基
づ
き
、
換
価
の
猶
予
と
併
せ
て
保
険
料
の
分
割
納
付
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


